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令和７年１２月定例月議会 

令和７年１２月２３日 

予算常任委員会（健康福祉分科会） 

 資 料 
 

 

関連議案 案件名 所管課 ページ 

議案第 118 号 令和７年度長浜市一般会計補正予算（第７号） こども家庭支援課 ２ 

議案第 118 号 令和７年度長浜市一般会計補正予算（第７号） 介護保険課 ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉部 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（健康福祉分科会） 

関係案件 議案第 118 号 

所管課 こども家庭支援課 

 

3 款 2 項 1 目 児童福祉総務費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

物価高対応子育て応援事業費 0 354,574 354,574 

 

補正財源 経費 

民生費国庫補助金 

物価高対応子育て応援手当支給事業費 

補助金           350,000 

物価高対応子育て応援手当支給事務費 

補助金            4,574 

報酬               711 

共済費              123 

旅費                 17 

需要費               314 

役務費              2,382 

委託料                 1,027 

負担金、補助及び交付金     350,000 

 

補正理由 

物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受け

ている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、国

の制度である物価高対応子育て応援手当を支給するものです。 

 

補正内容 

（１）支給対象者 

   対象児童を養育し、住所が長浜市にある父母等 

 

（２）対象児童 

   ・令和７年９月分の児童手当の対象児童（９月に生まれた児童を含む） 

   ・令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに生まれた児童 

   児童数（見込）17,500 人 

 

（３）支給額 

   対象児童１人につき一律２万円 

 

 （４）予算額 

    354,574 千円 

     うち事務費（人件費、通信運搬費、システム改修費等）4,574 千円 
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 （５）申請方法等 

① 令和７年９月分の児童手当受給者（公務員以外） 

・申請は不要 

・児童手当登録口座等に振り込み 

 

② 公務員及び令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに生まれた 

児童を養育する父母等 

・申請が必要（公務員には、職場から申請勧奨されます） 

・指定される口座に振り込み 

 

（６）スケジュール（予定） 

     令和７年１２月下旬  システム改修、周知（ホームページ、市ＬＩＮＥ等） 

令和８年 １月上旬  ①の対象者へ案内通知 

             下旬  ①の対象者へ振り込み 

     ２月以降  ②の対象者の申請受付 

以降、随時振り込み 

         ３月    未申請者へ勧奨通知 

          ４月３０日 申請受付終了 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（健康福祉分科会） 

関係案件 議案第 118 号 

所管課 こども家庭支援課 

 

 

物価高対応子育て応援手当事業費にかかる繰越明許費の設定について  

 

単位：千円 

款 項 事業名 翌年度繰越額 

民生費 児童福祉費 物価高対応子育て応援事業費 54,557 

 

繰越の理由 

  物価高対応子育て応援手当の対象児童は、令和８年３月３１日までに生まれた児童と

なっており、支給事務が令和８年度にまたぐことが想定されるため、繰越明許費を設定

するものです。 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（健康福祉分科会） 

関係案件 議案第 118 号 

所管課 介護保険課 

 

3 款 1 項 4 目 老人福祉費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

介護保険特別会計繰出金 1,775,806 9,792 1,785,598 

 

補正財源 経費 

一般財源             9,792  繰出金                  9,792 

 

補正理由 

人事院勧告に伴い、介護保険特別会計で支出する人件費が不足するため、その財源とし

て一般会計から介護保険特別会計への繰出金を補正するものです。 

 

補正内容 

 介護保険特別会計繰出金  9,792 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 


